
～ 清水町に住民登録のある妊婦さんへ  ～ 

母子健康手帳交付のご案内 

清水町保健センターでは、母子健康手帳の交付を下記のとおり行っております。 

妊娠の届出は、法律に定められており、その届出により母子健康手帳や妊婦健

診受診票等をお渡しします。また、その際に妊娠・出産・育児の不安や悩みにつ

いて専門職がお話を伺い、妊婦さんとお腹の赤ちゃんが安心して生活できるよう

に子育てプランを提案します。そのため、20～30 分程度の時間がかかります。

体調に支障がなければ、妊婦さんご本人がお越しください。 

※妊娠の届出に個人番号（マイナンバー）が必要になりました。（詳細は裏面参照） 

※妊婦さん以外の方が申請にお越しになる場合は、委任状が必要となりますので

事前連絡をお願いいたします。 

記 

受付時間  月～金曜日・第 1 土曜日 午前 8 時 30 分～午後４時 

      令和 2 年 8 月から、第 1 土曜日開所。原則翌月曜日閉所。 

届出場所  新清水町保健センター（清水町堂庭 63-1 下記案内図参照） 

       令和 2 年 7 月 15 日から新保健センターへ移転します。  

      （７月９日～14 日においては、移転準備のためご遠慮下さい。） 

持 ち 物  妊娠届出書・個人番号の分かるもの・本人確認書類（裏面参照）   

問い合わせ  055 – 971 – 5151（保健センター） 

案 内 図 

 

           サントムーン 三島→ 

    ←沼津 

 

    Ｒ1バイバス ●ニトリ 

    

   柿田川公園 

 ●地域交流センター 

 ★  

          新保健センター 

                R2.7.15～開所となります。 

  

                清水小○文  

   

     柿田橋    

         

●消防署   ●役場    ●ＪＡなんすん 

☆ 旧保健センター        

 徳倉橋 

   

          

 

 



       

娠届出時の個人番号（マイナンバー）提示のお願い 

妊娠届出書に「妊婦本人の個人番号（マイナンバー）」が必要になりまし

た。妊娠届出時に、窓口にて個人番号の確認および本人確認を行います。妊婦

さん自身がお越しになれない時には、事前に保健センターまでご連絡ください。  

妊娠の届出において収集された個人番号は、各事務（母子健康手帳交付、乳幼

児健診、訪問・保健指導、低体重児の届出、災害時の被災者台帳の作成）におい

て利用させていただきます。 

なお、医療機関が、妊娠の届出に関して個人番号を収集することはありません。  

＜妊娠届出時に必要なもの…個人カード又は通知カード＞ 

○個人番号カード（申請してから受け取る、写真つきのもの）をお持ちの方 

   個人番号カードのみで、個人番号の確認および本人確認を行うことができます。 

○通知カードをお持ちの方（お持ちでない方は、申し出ください。）  

   通知カードのほかに、本人確認書類（下記参照）が必要です。  

 

 

A から 

１種類 

 

 

A 

□自動車運転免許証  □旅券（パスポート）  □住民基本台帳カード（写真付）  

□在留カード  □一時庇護許可書  □仮滞在許可書  □特別永住者証明書  

□身体障害者手帳  □精神障害者保健福祉手帳（写真付）  □療育手帳  

□国若しくは地方公共団体の機関が発行した身分証明書（写真付）  

□その他国若しくは地方公共団体の機関が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書  等  

 

 

B から 

２種類 

 

もしくは 

 

B・C から 

１種類ずつ 

 

 

 

 

B 

□被保険者証（国民健康保険証、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、介護保険）  

□健康保険日雇特例被保険者手帳  □共済組合員証  □私立学校教職員共済加入者証  

□国民年金手帳  □国民年金、厚生年金保険若しくは恩給の証書  

□住民基本台帳カード（写真なし）  □請求書に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書   

□児童扶養手当証書  □特別児童扶養手当証書  

□A に掲げる書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類、生活保護受給者証  

□その他町長がこれらに準ずるものとして適当と認める書類  

※個人識別事項（「氏名+生年月日」「氏名・住所」）の記載があるものに限る。  

C □学生証  □法人（国若しくは地方公共団体以外）が発行した身分証明書（写真付）  

□国若しくは地方公共団体の機関が発行した資格証明書（A で掲げる書類を除く）  

□その他町長がこれらに準ずるものとして適当と認める書類  

 


